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令和７年度スマート林業構築普及事業（先端林業技術公募・実証事業）業務委託 

仕様書(案) 

 

長野県 林務部 信州の木活用課 林業経営支援係 

 

１ 適用 

（１）令和７年度スマート林業構築普及事業（先端林業技術公募・実証事業）業務委託 仕

様書（以下、「仕様書」という。）は、令和７年度スマート林業構築普及事業（先端林

業技術公募・実証事業）業務委託に関する委託契約書（以下、「契約書」という。）及

び設計書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事

項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

（２）設計書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項

は、契約の履行を拘束するものとする。 

 

２ 業務の概要 

  本業務は、受託者の森林・林業に関する高度な知識及び豊富な経験に基づき、長野県

内に適した新たな省力化・低コスト再造林モデルを実施する林業事業体等を公募し、有

識者とともに３者選定し、選定されたモデル事業体の行う実証技術を県下一円に横展開

されるよう調査・検証・解析・とりまとめを行う業務である。 

   

３ 業務の着手及び完了期限 

（１）受託者は、契約締結後 10 日以内に業務に着手しなければならない。 

（２）業務完了期限は、令和８年３月 19 日（木）までとする。 

 

４ 業務計画書 

（１）受託者は、契約締結後 15 日以内に業務計画書を作成し、委託者に提出しなければな

らない。 

（２）業務計画書には、契約書に基づき、下記事項を記載するものとする。 

  ア 業務の概要 

イ 実施方針 

  ウ 業務工程 

エ 業務組織計画（公募選定会の体制含む） 

  オ 打合せ計画 

カ 成果品の内容、部数 

  キ 連絡体制（緊急時対応含む） 

ク 業務の実施方法 

  ケ 関係者（森林組合等の林業事業体、地域振興局職員、市町村等）との調整方法 

  コ 安全管理方法 

サ 関係機関への協議計画 

  シ 個人情報保護に関する事項 

  ス その他 



2 

５ 業務内容 

項目 内容 

公募技術選定委員会 

（１式） 

 

①受託者は、発注者とともに長野県内に適した省力化・

低コスト再造林モデル（公募技術）の募集要領を定め、

林業事業体等に対し、公募を行うこと。 

②受託者は、①の選定会（公募技術選定会）を開催する

こと。なお、公募技術の選定にあたっては、③の選定

委員会により、３者選定すること。 

③受託者は、以下の点を踏まえた選定委員会を設置する

こと。 

選定委員会の概要及び業務は次のとおりとすること。 

 ・省力化・低コスト再造林技術に詳しい委員５名で構

成（外部有識者３名、県林務部職員２名等） 

・公募された技術の選定会を行う 

・選定会においては、多様な技術の選定を図る 

・選定された技術の現場調査を行うとともに助言等を

行う 

・受託者の調査・検証・解析のとりまとめ結果に助言

等を行う 

・その他（受託者との協議により必要な事項を定める） 

④受託者は、選定された林業事業体等に対し選定通知

を行い、実証技術の調査・検証・解析への協力を求

めること。 

工程調査 

（１式） 

①受託者は、省力化・低コスト再造林技術の実証方法を

定めるために必要な情報を収集し、選定された林業事

業体や選定委員会とともに、実証地の現地調査を行い、

実証方法と実証計画を定めること 

②受託者は、選定された林業事業体の実証方法を工程調

査により省力化・低コスト化の観点から検証し、県の

研究機関とも連携し、また必要に応じ依頼し、解析を

行うこと。 

③受託者は、選定委員会に対し調査結果を示し、実証成

果を取りまとめること 

説明会の開催 

（１回） 

・受託者は、県内林業事業体等に対し広く横展開が期待

できる実証成果の説明会を業務完了までに１回開催す

ること。（パワーポイントで作成し、業務報告書と合わ

せて納入すること。また、選定委員会の委員のうち外

部有識者 1名以上の参加を見込むこと） 

業務報告書作成 

（１部） 

・上記をまとめ、基本的に電子媒体により、業務報告書

を作成すること。（業務報告内容は県ＨＰに掲載） 

 

６ 関係官公庁への手続き等 

（１）受託者は、業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に

協力しなければならない。また、受託者は、業務を実施するため、関係官公庁等に対

する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする。 



3 

（２）受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を委託者に報告

し協議するものとする。 

 

７ 土地への立入り等 

受託者は、業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、委託者及

び関係者と十分な協調を保ち業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、

やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに委託者に

報告し指示を受けなければならない。 

 

８ 関係法令及び条例の遵守 

受託者は、業務の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければ

ならない。 

 

９ 検 査 

（１）受託者は、契約書第７条第１項の規定により、業務完了報告書を発注者に提出する

際には、契約書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、委託者に提出して

いなければならない。 

（２）委託者は、業務の検査に先立って受託者に対して書面をもって検査日を通知するも

のとする。この場合において受託者は、検査に必要な書類及び資料等を整備する。こ

の場合検査に要する費用は受託者の負担とする。 

 

10 条件変更等 

（１）委託者が受託者に対して業務の内容の変更又は設計書の訂正（以下「業務の変更」

という。）の指示を行う場合は、指示書によるものとする。 

（２）受託者は、設計書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が

生じた場合、直ちに書面をもってその旨を委託者に報告し、その確認を求めなければ

ならない。 

なお、「予期することができない特別な状態」とは以下のものをいう。 

ア 現地への立ち入りが不可能となった場合。 

イ 天災その他の不可抗力による損害。 

ウ その他、委託者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合。 

（３）委託者と受託者の協議により事例収集候補地（者）やその数を変更することとなっ

た場合、旅費についても変更の対象とすることができる。 

 

11 契約変更 

委託者は、次の各号に掲げる場合において、業務の契約の変更を行うものとする。 

（１）業務内容の変更により契約金額に変更が生じる場合 

（２）履行期間の変更を行う場合 

（３）委託者と受託者が協議し、業務施工上必要があると認められる場合 

（４）設計変更に伴い算出する請負額（変更契約額）は、次式により算出する。 

 (請負変更額（税抜）)＝(変更設計額（税抜）)×(請負額（税抜）)/(設計額（税抜）) 

(万円未満切捨て) 
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12 安全等の確保 

（１）受託者は、業務の実施に際しては、業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通

行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。 

（２）受託者は、業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに委託者に連絡するととも

に、委託者が指示する様式により事故報告書を速やかに委託者に提出し、委託者から

指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 

 

13 委託業務の実施について 

（１）業務実績情報（TECRIS）の作成及び登録は、仕様書の｢提出書類｣により作成し、監

督員の確認を受けた後、登録申請すること。 

（２）電子納品及び情報共有について 

「林務部における電子納品に係る実施要領」及び【別記】委託業務における電子納品・

情報共有特記仕様書により実施すること。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/rinsei/kensei/nyusatsu/cals/torikumi/rinmu.html 

オンライン電子納品については、受注者の実施希望により、受発注者間の協議の上で

実施できるものとし、実施に当たっては｢オンライン電子納品試行要領 長野県林務部｣

によるものとする。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/rinsei/kensei/nyusatsu/cals/torikumi/rinmu.html 

（３） 情報共有システムの利用について 

この業務は情報共有システムを利用しない。 

 

14 委託業務完了報告書（成果品）について 

（１）成果品 

   業務報告書（電子媒体：DVD-R）２部（正・副） 

（２）提出期限及び提出先 

   成果品は、令和８年３月 19 日(木)までに、林務部信州の木活用課に提出するものと

する。 

（３）協議打合せ 

   本業務における協議打合せの回数は３回とし、全て対面で行うとともに、以下の段

階での実施を予定しているが、現場条件の変化等により協議打合せの回数及び実施の

時期を変更することがある。 

 ・協議打合せ時期 

ア 業務着手時１回 

  イ 中間打合せ（公募提案事業体の選定後）１回 

ウ 成果品納入時１回 

※協議打合せは予め受注者が作成した協議打合せ資料を用いて行うこと。 

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、業務担当者は、｢業務打合せ記録簿｣

を作成し、上述の打合せの都度、内容に関して、監督員と相互に確認すること。 

 

15 関係機関等への手続き等 

（１）本事業に伴う関係機関への協議依頼等は委託者が行うこととする。 
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（２）仕様書に定めの無い事項（様式や内容等）については、委託者と受託者が協議して

決定することとする。 

 

16 ウイークリースタンスについて 

本業務は、「ウィークリースタンス実施要領」に基づきウィークリースタンスを実施す

る。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/rinsei/ui-kuri-sutansu.html 

 

17 用語の定義 

  仕様書に使用する用語の定義は、次に定めるところによる。 

（１）「委託者」とは、長野県知事 阿部 守一 のことをいう。 

（２）「受託者」とは、契約相手方のことをいう。 

（３）「契約書」とは、契約書及び設計書及び、長野県財務規則第 140 条により作成された

業務委託契約書をいう。 

（４）「設計書」とは、仕様書、設計書をいう。 

（５）「指示」とは、委託者が受託者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもっ

て示し、実施させることをいう。 

（６）「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書

面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。 

（７）「通知」とは、委託者が受託者に対し、又は受託者が委託者に対し、業務に関する事

項について、書面をもって知らせることをいう。 

（８）「報告」とは、受託者が委託者に対し、業務の遂行に関する事項について、書面をも

って知らせることをいう。 

（９）「承諾」とは、受託者が委託者に対し書面で申し出た業務の遂行上必要な事項につい

て、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 

（10）「協議」とは、書面により契約書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場

で合議することをいう。 

（11）「提出」とは、受託者が委託者に対し業務に係わる書面又はその他の資料を説明し、 

差し出すことをいう。 

（12）「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印

したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより

伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。 

（13）「検査」とは、契約書に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。 

（14）「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために受託者と委託者が面談により、

業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 

（15）「立会」とは、設計書に示された項目において委託者が臨場し内容を確認することを

いう。 
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【別記】委託業務における電子納品・情報共有特記仕様書 

（電子納品） 
第１ 本業務は、電子納品対象業務とする。「電子納品」とは、調査、設計、工事などの

各業務段階の最終成果を電子データで納品することで、業務の次段階における再利用
を容易にし、品質の向上や業務の効率化を図ることをいう。ここでいう電子データと
は、電子納品に係る実施要領等に示されたファイルフォーマットに基づいて作成され
たものを指す。 

  
（情報共有） 
第２ 本業務は、情報共有対象業務とする。「情報共有」とは、工事等の各業務段階に受

発注者間でやり取りされる各種情報を電子データにより交換・共有することで、資料
の提出や打ち合わせのための移動時間を短縮するなど業務の効率化を図ることをい
う。 

 
（要領・基準） 
第３ 電子納品及び情報共有は、長野県の「林務部における電子納品に係る実施要領」

に基づき実施するほか、特に記載のない限り国土交通省の電子納品要領及び関連基準
（以下「要領・基準類」という。）を準用する。 

 
（着手時協議） 
第４ 着手時協議を必ず行ってください。協議に当たっては、事前に作成した着手時  

協議チェックシートを、協議前に電子データで監督員に提出すること。 
 
（電子納品対象書類） 
第５ 着手時協議チェックシートで定められた書類及び、下記の書類を必須とする。 

書 類 名 備  考 
  

 
（情報共有対象書類） 
第６ 着手時協議チェックシートで定められた書類及び、下記の書類を必須とする。 

書 類 名 備  考 
  

 
（納品チェック） 
第７ 成果物の提出の際は、電子納品チェックシステム 

（国土交通 HP http://www.cals-ed.go.jp/edc_download/)によるチェックを行い、 
「要領」に準拠していることを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出する
こと。 
 

（業務完成図書の提出部数） 
第８ 本業務の業務完成図書の提出部数は以下のとおりとする。 

電子納品対象書類 電子媒体(ＣＤ－Ｒ・ＤＶＤ－Ｒ）   ２部（正・副） 
 
 
＜参考資料＞ 

長野県林務部における CALS/EC について 
https://www.pref.nagano.lg.jp/rinsei/kensei/nyusatsu/cals/torikumi/rinmu.html 

・林務部における電子納品に係る実施要領 
・長野県が準用する要領・基準類 
・林務部における情報共有システム実施要領 
・協議チェックシート【業務用】 
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ウィークリースタンス実施要領  

当初制定：令和２年２月 18 日 

改正：令和４年８月 29 日 

令和６年４月 22 日 

長野県林務部 

 

１ 目的 
  ウィークリースタンスとは、受発注者間で効率的かつ計画的に工事・業務を進めるた

めのルールを定める受発注者共同の取組であり、成果物の品質確保と、ワークライフバ

ランスの推進による担い手の確保・育成を目的とする。 
 

２ 対象業務 
  林務部が発注する全ての建設工事、森林整備業務及び委託業務（測量、調査、設計等）

に適用する。ただし緊急を要する工事・業務や小規模修正業務は除く。 
 

３ 実施内容 

 本実施要領に基づき、受発注者間での十分な意思疎通により業務を進める。 

(１)  業務を実施する上でのルール 

   ア 受発注者の協議により下記の①～⑤を基本的なルールとして定める。ただし一

部を実施しないとすることもできる。 

① ワンデーレスポンスの徹底 

② 定時帰宅日を定め、定時に帰宅する（定時退庁日に限らず週1回ノー残業デー

を設ける） 

③ 週末に作業を依頼し、週初めを提出期限とすることを禁止する 

④ 十分な作業期間を確保する 

⑤ 勤務時間外の作業依頼はしない 

   イ 上記①～⑤以外でも、業務の効率化や成果品の品質向上に繋がる取組・提案等

は実施することができるものとし、初回打合せ時に協議して決定する。 

(２)  制約事項等の確認 

ア 業務を進める上での制約事項や業務の中間目標（マイルストーン）について、

発注時に委託業務現場説明書（業務委託するにあたっての条件等）に明示する。

また、業務実施中に発生する事項については協議によって受発注者の共通認識と

する。 

   イ 業務履行期間について「業務スケジュール管理表」等※により、受発注者の共通

認識となった場合、履行期間の変更等を柔軟に行う。 
※業務工程表を工夫することでも可 

   ウ 確認・協議した結果に基づき、履行期間の変更等を柔軟に行う。 

(３)  その他 

「業務スケジュール管理表」は、業務計画書に含めて提出する業務工程を兼ねること
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ができる。 

 

４ 留意事項 

 ・受注者によって、勤務時間、定時退社日などが異なることから、柔軟性をもった取組

とすること。 

 ・建設工事・森林整備業務・委託業務の進捗に差し支えないよう、スケジュール管理を

適切に実施しつつ、取組を行うこと。 

 

 


